
平成１５年（行ケ）第６９号　審決取消請求参加事件（被参加事件・平成１４年
（行ケ）第５８４号）（平成１６年５月１２日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　参加人　　　　　　　　　エルジー・エレクトロニクス・インコーポレ
ーテッド
　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　鈴木修
          同　　　　　　　　　　　深井俊至
          同　　　　弁理士　　　　中西基晴
          被参加事件原告（脱退）　インタランド・コーポレーション
          被　　　　　　告　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　　指定代理人　　　　　　　小川謙
　　　　　同　　　　　　　　　　　佐藤聡史
          同　　　　　　　　　　　高橋泰史
          同　　　　　　　　　　　涌井幸一
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
          　参加人の請求を棄却する。
          　訴訟費用は参加人の負担とする。
          　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
    　特許庁が不服２０００－８１１６号事件について平成１４年７月１６日にし
た審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯等
  (1)　被参加事件原告は，昭和６２年１０月３日にした特許出願（特願昭和６２－
２５０５６２号，優先権主張１９８６年〔昭和６１年〕１０月３日・アメリカ合衆
国）の一部を，平成９年５月１４日に分割出願して，名称を「一体化したマルチ・
ディスプレイ型のオーバーレイ制御式通信ワークステーション」（後に「イメージ
処理通信システム」と補正）とする新たな特許出願（特願平９－１２４３２０号，
以下「本件出願」という。）をしたが，平成１２年２月２８日に拒絶の査定を受け
たので，同年６月１日，これに対する不服の審判の請求をし，さらに，平成１３年
７月１９日，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載等を補正した（以下，
この補正に係る明細書を，願書に添付した図面と併せて「本件明細書」といい，そ
の特許請求の範囲の請求項１記載の発明を「本願発明」という。）。
      　特許庁は，上記請求を，不服２０００－８１１６号事件として審理した結
果，平成１４年７月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，その謄本は，同月２６日，被参加事件原告に送達された。
  (2)　参加人は，被参加事件原告から，Ａ社，Ｂ社（Ｃ社に商号変更），Ｄ社，Ｅ
社（Ｆ社に商号変更）を経て，本件出願に係る特許を受ける権利を譲り受け，平成
１５年２月２０日，その旨の出願名義人変更届がされ，被参加事件原告は本件訴訟
から脱退した。
  ２　本願発明の要旨
    　イメージ情報を通信するために，ネットワークに接続された，少なくとも第
１と第２のイメージ処理システムを含むイメージ処理通信システムにおいて，　前
記少なくとも第１と第２のイメージ処理システムの各々が，
    　（ａ）前記ネットワークから受信されたイメージ情報を表示することが可能
な，少なくとも１つのイメージを表示するディスプレイ手段と，
    　（ｂ）透明な導電面と座標計算ユニットとを有するユーザ・インターフェー
ス・ユニットであって，前記座標計算ユニットが，前記透明な導電面に関してポイ
ンティング位置の座標位置を計算し，前記透明な導電面が前記ディスプレイ手段上
に配置された，ユーザ・インターフェース・ユニットと，
    　（ｃ）前記ネットワークにイメージ情報を結合し且つそれからイメージ情報
を受ける通信ユニットであって，前記ネットワークに結合された前記第２のイメー
ジ処理システムからイメージ情報を受信することが可能な通信ユニットと，
    　（ｄ）ＣＰＵとメモリ・ユニットとを含み，前記ディスプレイ手段，前記ユ
ーザ・インターフェース・ユニットおよび前記通信ユニットを制御する制御ユニッ
トであって，前記メモリ・ユニットが，共通作業空間メモリと個人作業空間メモリ



とを含み，前記イメージ処理システムの各々が，前記イメージ処理システムの全て
の前記共通作業空間メモリをアクセスし，且つ前記イメージ処理システムの各々
が，他の前記イメージ処理システムの前記個人作業空間メモリではなくそれ自身の
個人作業空間メモリのみをアクセスするように制御する，前記制御ユニットと，
    を含むこと，
    　前記イメージ処理システムの各々の前記制御ユニットの制御の下で，
    　共通のイメージが，前記ネットワークを介して，前記イメージ処理システム
の各々に結合され，前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共
通に表示され，前記イメージ処理システムの各々の前記共通作業空間メモリに記憶
され，及び，
    　共通のイメージが，イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々の前記
ディスプレイ手段に共通に表示されている間に，前記第１および第２のイメージ処
理システムの各々で実質上同時に編集されること，
    を特徴とするイメージ処理通信システム。
  ３　審決の理由
      審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開昭６１－７９３
６０号公報（甲４，以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発
明１」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　参加人主張の審決取消事由
    　審決は，本願発明と引用発明１との相違点を看過した（取消事由１）のみな
らず，認定に係る相違点２及び３に関する判断をも誤った（取消事由２，３）もの
であるから，違法として取り消されるべきである。
  １　取消事由１（相違点の看過）
  (1)　審決は，本願発明と引用発明１との一致点の認定に際し，「引用例１の『複
数の装置』と，本願発明の『少なくとも第１と第２のイメージ処理システム』と
は，ネットワークにより結合されたイメージ処理システムである点で差異はな」い
（審決謄本３頁最終段落～４頁初行）とした上，両者は，「（ｃ）前記ネットワー
クにイメージ情報を結合し且つそれからイメージ情報を受ける通信ユニットであっ
て，前記ネットワークに結合された前記第２のイメージ処理システムからイメージ
情報を受信することが可能な通信ユニット」（同４頁（ｃ）の項）を含む点で一致
すると認定したが，誤りである。
  (2)　本願発明においては，イメージ処理システムＡとイメージ処理システムＢ
（イメージ処理システムの数は二つに限定されないが，二つの場合を例に説明す
る。）が共通のイメージを編集する場合，イメージ処理システムＡがイメージを編
集すると，イメージ処理システムＡ及びＢ各々のディスプレイに編集されたイメー
ジが表示され，イメージ処理システムＡ及びＢ各々の共通作業空間メモリに記憶さ
れ，イメージ編集がイメージ処理システムＡ及びＢ各々で実質上同時に行われる。
このように，本願発明では，共通のイメージが，ネットワークを介して，イメージ
処理システムＡ及びＢ各々に「結合」されているのであって，この実質上同時に編
集されるイメージが記憶される空間が「共通作業空間」である。
      　本願発明の上記構成は，本件明細書（甲１）の発明の詳細な説明におい
て，「イメージ・メモリを，共通に見える空間（通信リンクされた全てのステーシ
ョン－全ての“出席者”により見られる）と，個人的に見える空間（個々のワーク
ステーションによってのみ見られる）と，に文字通りまたは（ソフトウェアによっ
て）仮想的に区分する」（段落【００１８】），「イメージは，個人的に見える空
間かまたは共通に見える空間のいずれかにある。この区別は，物理的または仮想的
のいずれでも可能である。ＣＰＵ及びそのソフトウェアは，メモリを共通可視空間
と個人可視空間とに分ける。共通可視空間は，リンクされたワークステーションの
全てが見ることのできるイメージを含んでいる。個人可視空間が含むイメージは，
これらが記憶されたワークステーションだけが見ることのできるものである」（段
落【００７２】），「２つまたはそれ以上のシステムがリンクして，完全対話式の
リアルタイムの分散会議及び編集をできるようにし，分散したユーザは全ての者が
見ているイメージに協同して働きかけることができる。例えば，異なった場所のユ
ーザは，その同じイメージを協同して操っている間，そのイメージに働きかけたり
また同時に見ることができ，イメージに対し１つのワークステーションで行った変
更を全てのワークステーションのユーザが瞬時に見ることができる」（段落【００
３５】）と説明されている。



      　また，本願発明においては，ネットワークを通じて送信されるのは，編集
コマンドであり，編集されたイメージ全体ではない。編集されたイメージ全体を送
信する場合には送信される情報量が多いが，本願発明では，編集コマンドのみが送
信されるので，送信される情報量が少ないという利点がある。イメージのごく一部
だけを修正するような編集では，この利点は極めて大きい。
  (3)　これに対し，引用発明１においては，イメージは，ネットワークを介して，
各々のシステムに「結合」されていないし，実質上同時にイメージが編集される空
間である「共通作業空間」もない。
      　すなわち，引用発明１では，一つのシステムが画像を修正しても，それを
相手方システムに送信するまでは，他のシステムは当該修正画像を見ることはでき
ないし，また，あるシステムが画像を修正して当該画像を相手方システムに送信す
ると，自動的に受信モードに移り，相手方に画像が移っているときはその画像につ
いて修正することができないのであって，共通の画像が一方のシステムと相手方シ
ステム各々に「結合」されることはなく，全く反対に「分離」されているというこ
とができる。一方のシステムと相手方システムが実質上同時に共通の画像を修正し
ていくための共通画像が記録される「共通作業空間メモリ」も存在しない。
      　そして，引用例１（甲４）の第５図からも明らかなように，引用発明１に
おいては，画像が修正された場合，修正に必要な情報のみが送信されるのではな
く，修正された画像そのものが送信される。要するに，引用発明１は，遠隔地者間
で画像をやり取りする場合，画像を紙上に描くか，又は磁気媒体に記録し，それを
郵便等で受信者に発送していたという従来方法に換えて，電話回線を通じて画像を
送信することにより画像をやり取りすることにしたというだけのものにすぎない。
技術的思想としては「画像のやり取り」であり，「遠隔地者間でユーザーが協同し
て実質上同時に共通の画像を修正する」という本願発明における技術的思想は全く
見られない。
  (4)　被告は，本願発明において編集コマンドが送信されるとの点は本件明細書の
記載に基づかないものである旨主張する。しかしながら，本件明細書（甲１，３）
によれば，本願発明は，「共通のイメージが・・・前記イメージ処理システムの各
々の前記ディスプレイ手段に共通に表示され，前記イメージ処理システムの各々の
前記共通作業空間メモリに記憶され」，「共通のイメージが，イメージ情報が前記
イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に表示されている間
に，前記第１および第２のイメージ処理システムの各々で実質上同時に編集され
る」（特許請求の範囲）ものであり，発明の詳細な説明にも，「本発明は，種々の
ワークステーション位置で同時に見ることができる電子黒板として使用することが
できる」（段落【００２５】，「イメージに対し１つのワークステーションで行っ
た変更を全てのワークステーションのユーザが瞬時に見ることができる」（段落
【００３５】）等と記載されている。すなわち，本願発明においては，システムＡ
とシステムＢの各共通作業空間メモリに記憶された共通のイメージが実質上同時に
編集されていくのであるから，編集に必要な情報のみが送信される，すなわち，編
集コマンド（編集指令）が送信されるものと当業者は当然に理解する。実質上同時
に各々のシステムの共通作業空間メモリに記憶された共通のイメージが編集されて
いくというシステムにおいて，修正されない部分についての情報をも送信するこ
と，すなわち，編集されたイメージ全体を送信することは全く無駄であるばかりで
なく，送信情報量が極めて多くなるという不都合が生じる。したがって，上記のと
おりの本願発明の構成から，当業者は，当然，本願発明においては，編集コマンド
（編集指令）が送信され，それに応じて，各システムの共通作業空間メモリに記憶
されている共通のイメージが実質上同時に編集されていくと理解する。引用発明１
のシステムにおいても，システムＡ（又はシステムＢ）が相手方に修正された全画
像を送信する前に，自己のシステム内で画像を編集していくプロセス（例えば，引
用例１〔甲４〕の第５図において，画像作成装置Ａの上から２番目の平行四辺形か
ら上から３番目の台形にする修正）においては，システムＡにおいて編集コマンド
（編集指令）が生成されそれに応じて当該画像の修正がされるはずである。引用例
１には，「編集コマンド（編集指令）」が生成されてそれに応じて画像が修正され
るということは記載されていないが，そのような記載がなくとも，使用者の操作に
応じて画像が修正されていく場合は，編集コマンド（編集指令）が生成されそれに
応じて画像が修正されるようにすると当業者は当然理解するので，そのような記載
はされていないのである。
      　これに対し，引用発明１のシステムにおいて，編集された画像を相手方に



送信する場合は，編集コマンド（編集指令）が送信されるのではなく，編集された
全画像が送信されることについては当事者間に争いがないが，その理由は，引用発
明１においては，編集プロセスを相手方に見せるという技術的思想が全くなく，そ
の技術的思想は「編集し終わった画像全体のやり取り」ということだからである。
      　以上のように，本願発明において，その特許請求の範囲の記載及び発明の
詳細な説明の記載から，当業者は，当然に，編集コマンド（編集指令）が送信され
ると理解するので，本件明細書には編集コマンドが送信されることの記載がないと
する被告の上記反論は失当である。
  (5)　また，被告は，本願発明においても，一方のシステムでの編集結果が，通信
ユニットを介してネットワークを通って相手方のイメージ処理システムに送られる
のであるから，相手方のシステムに送信されるまでは，相手方のシステムで編集画
像を見ることができないことは引用発明１と同様である旨主張する。
      　しかしながら，本願発明においては，一方のシステムの編集作業が終わっ
て初めてその編集結果を相手方システムに送るのではなく，編集コマンドにより実
質上同時に相手方システムの共通作業空間メモリに記憶されている共通のイメージ
が編集されていくのである。本願発明においては，一方のシステムの使用者と他方
のシステムの使用者は実質上同時に編集過程をも含めて編集画像を見ることができ
る。なお，引用発明１に関しては，「一方のシステムでの編集結果が，通信ユニッ
トを介してネットワークを通って相手方のイメージシステムに送られるのであるか
ら，相手方のシステムに送信されるまでは，相手方のシステムでは編集画像を見る
ことはできない」との被告の理解は正しく，この点において争いはない。
  (6)　さらに，被告は，引用発明１も，遠隔地者間でユーザーが協同して対話式に
共通の画像を修正するものである旨主張する。
      　しかしながら，上記のとおり，引用発明１においては，「一方のシステム
での編集結果が，通信ユニットを介してネットワークを通って相手方のイメージ処
理システムに送られるのであるから，相手方のシステムに送信されるまでは，相手
方のシステムでは編集画像を見ることはできない」のであるから，引用発明１にお
いては，編集の終わった全画像が相手方に送信されるのであって，相手方はその編
集プロセスも分からず，ただ，その結果を受け取るだけである。要するに，引用発
明１においては，修正の終わった全画像が相手方に送信されて，送信直後には送信
側と相手方とで同一の画像が表示されるということでしかない。対話といっても，
編集された全画像のやり取りということにすぎず，一方通行であって，本願発明の
ような実質上同時の対話はされていない。引用例１（甲４）に，「従来はＣＡＤ等
によって作成した図形を紙上に描くか又は磁気媒体に記録し，それを郵便等で受信
者に発送していた。受信者はその図形に修正を加えて返送し，双方とも修正がなく
なるまでこれを繰り返す，という作業を繰り返していた」（１頁右下欄「（ｂ）発
明の背景」の項）と記載されているように，引用発明１は，郵便等を使った従来技
術に替え，電話回線を使って電子的に画像をやり取りするようにしたというにすぎ
ない。
  (7)　以上によれば，引用例１が，ネットワークにイメージ情報を結合することを
開示していないことは明らかであるから，審決の上記一致点の認定は誤りであり，
審決には，本願発明と引用発明１との相違点を看過した違法がある。
  ２　取消理由２（相違点２の判断の誤り）
  (1)　審決は，相違点２として認定した，「メモリシステムの構成とそれに対する
アクセスが，本願発明は，メモリ・ユニットが，共通作業空間メモリと個人作業空
間メモリとを含み，イメージ処理システムの各々が，前記イメージ処理システムの
全ての前記共通作業空間メモリをアクセスし，且つ前記イメージ処理システムの各
々が，他の前記イメージ処理システムの前記個人作業空間メモリではなくそれ自身
の個人作業空間メモリのみをアクセスするように制御するのに対して，引用例１記
載の発明（注，引用発明１）のものには，メモリの構成，アクセスについては特段
記載されていない点」（審決謄本５頁第１段落）について，①「引用例１のもの
も・・・対話形式で双方向に画像修正を行うのであるから，該画像が記憶されてい
るメモリ空間は共に共有しているに等しいものと認められ」る（同頁最終段落），
②「メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成し，共用するメモ
リは他装置からアクセスも可能にするようにすることは一般的に周知であ」る
（同），③「遠隔画像会議システムにおいてもメモリをコモンファイル（共通作業
空間メモリ）とワークファイル（個人作業空間メモリ）とで構成することは周知の
ことである」（同６頁第１段落）と判断したが，いずれの判断も誤りである。



  (2)　まず，上記①の判断については，上記１のとおり，引用発明１における作成
ないし修正した画像の送信・受信の構成と，本願発明における各イメージ処理シス
テムが共通作業空間メモリを有し，ここにイメージを記憶し，かつ，当該イメージ
をネットワークに結合する構成とは明確に異なるものである。したがって，この両
者を「等しいもの」とした審決の上記判断の誤りは明らかである。
  (3)　次に，上記②及び③の判断に関し，審決は，前者につき，特開昭５８－３３
７６６号公報（甲６，以下「甲６公報」という。）及び特開昭５８－４８１５９号
公報（甲７，以下「甲７公報」という。)を引用し，また，後者につき，特開昭６０
－１９８７号公報（甲８，以下「甲８公報」という。)を引用して，「周知」である
との結論を導いている。しかしながら，そもそも，一つないし二つの公報から周知
であると認定すること自体が妥当性を欠く上，以下のとおり，引用された上記各公
報からは，審決が「周知」であるとした技術内容を導き出すこともできない。
      ア　甲６公報記載の発明（以下「甲６発明」という。）においては，メモリ
を共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成することも，甲６発明の「共
用メモリ」を自ユニットと他ユニットから実質上同時編集可能にアクセスすること
もしていない。
        　甲６発明は，マルチマイクロコンピュータという一つのコンピュータ内
の構成に関する発明であり，また，その「共用メモリ」は，本願発明における「共
通作業空間メモリ」とは全く異なるものである。甲６公報に，「（ハ）　マイクロ
コンピュータが設定する自ユニット又は他ユニットの共用メモリを指定する番号と
各ユニットについて定められた固有のユニット番号とを常時比較して，前記共用メ
モリ指定番号及び比較結果などにより開閉されるゲート回路を有するバス交換回路
を備えて，（ニ）　前記共用メモリ指定番号及び前記メモリアドレスに基いて前記
バス変換回路によりマイクロコンピュータ用バスを前記共用メモリもしくは前記シ
ステムバスに結合させ，又は前記システムバスを前記共用メモリに結合させるよう
に構成したことを特徴とするマルチマイクロコンピュータ」（特許請求の範囲），
「共用メモリには原則的には自ユニットのＭＰＵ１ｉがアクセスするが，自ユニッ
トの共用メモリのみでは記憶容量が不足の場合や，他ユニットとデータを交換する
場合に他のユニットの共用メモリを利用する」（３頁左下欄第２段落），「共用メ
モリ４ｂｉがシステムバス２及び第２ゲート回路１２を介して他ユニットのＭＰＵ
１ｊによりアクセス中でない場合は，第１ゲート回路１１が開き，ＭＰＵバスが共
用メモリ４ｂｉと接続されるので，ＭＰＵ１ｉは待たされることなく，共用メモリ
４ｂｉをアクセスすることができる。これに対して，共用メモリ４ｂｉがシステム
バス２を経由して他ユニットからアクセス中であって第２ゲート回路１２が開いて
いるときは，第１ゲート回路１１が閉じられているため，システムバスからのアク
セスが終了するまで，ＭＰＵ１ｉは共用メモリ４ｂｉのアクセスを待たされる」
（４頁左下欄～右下欄第１段落），「システムバスが他ユニットのＭＰＵ１ｊによ
り使用されている場合，又は使用されておらずユニット番号とバンク番号が一致し
たユニット５ｋの共用メモリ４ｂｋがそのユニットＭＰＵ１ｋによりアクセス中で
ある場合は，ＭＰＵ１ｊによるシステムバスの使用，又は，ＭＰＵ１ｋによるアク
セスが終了するまで，ＭＰＵｌｉは共用メモリ４ｂｋのアクセスを待たされる」
（５頁左上欄最終段落～右上欄第１段落）と記載されているとおり，甲６発明にお
いては，バスによって各ユニットが接続されたマルチマイクロコンピュータという
一つのシステムしか存在せず，その一つのシステム中のどのメモリに情報をどのよ
うに記録するかに関する発明である。
        　確かに，甲６発明においては，「共用メモリ」という語が使用されては
いるが，あるユニットの共用メモリに他のユニットのＭＰＵがアクセスしている間
は，当該共用メモリのユニットのＭＰＵは当該共用メモリにアクセスできない。し
たがって，他のユニットのＭＰＵが自ユニットの共用メモリにアクセス可能といっ
ても，自ユニットのＭＰＵと他ユニットのＭＰＵが実質上同時編集可能に共用メモ
リにアクセスして協同して共通のデータを修正するということもできないし，自ユ
ニットの共用メモリと他のユニットの共用メモリにデータの修正に従い実質上同時
に共通のデータが記録されていくということもない。共用メモリの目的も，上記の
とおり，「自ユニットの共用メモリのみでは記憶容量が不足の場合や，他ユニット
とデータを交換する場合に他のユニットの共用メモリを利用する」（３頁左下欄第
２段落）ことにあり，共用メモリに記録されているデータに，自ユニットと他ユニ
ットが実質上同時編集可能にアクセスして協同してデータを修正していくという技
術的思想は全く見られない。



        　以上のように，甲６発明の「共用メモリ」と本願発明の「共通作業空間
メモリ」は全く異なるものである。甲６発明には，共通作業空間メモリは存在しな
いから，甲６公報には，メモリを共通作業区空間メモリと個人作業空間メモリとで
構成することについて，開示や示唆は全くないし，また，共用メモリを自ユニット
と他ユニットから実質上同時編集可能にアクセスすることも示唆されていない。
      イ　甲７公報記載の発明（以下「甲７発明」という。）においても，メモリ
を共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成することも，甲７の発明の
「共用メモリ」を一方のプロセッサと他方のプロセッサ２０から実質上同時編集可
能にアクセスすることもしていない。
        　甲７発明も，マルチプロセッサシステムという一つのコンピュータシス
テム内の構成に関する発明であり，また，その「共用メモリ」とは本願発明におけ
る「共通作業空間メモリ」とは全く異なるものである。甲７公報に，「前記複数の
プロセッサのうち少なくとも１つのプロセッサは前記主記憶の一部を共用メモリと
して割付け前記中央処理装置および前記インタフェイス制御部からアクセスする手
段と，前記プロセッサは前記主記憶と前記共用メモリとの間でデータ移送を制御す
る手段と，前記主記憶と他のプロセッサの前記共用メモリとの間で前記インタフェ
イスを介してデータ移送を制御する手段とを有することを特徴とするマルチプロセ
ッサシステム」（特許請求の範囲），「このように異なったプロセッサ間でファイ
ルを共有するようなシステムにおいて共有ファイルアクセスに関してプロセッサ１
０と２０との間で排他制御が必要となるため，両プロセッサ間での通信機能が必要
となる」（３頁右上欄第２段落），「メインメモリ１１から共用メモリ２６へのデ
ータ転送時には，ＭＡＤＲＳ３００Ｄで示されるメインメモリアドレスのデータ
が，ＣＭＡＤＲＳ３００Ｅで示される共用メモリアドレスにＴＡＬＬＹ３００Ｃで
指定されるバイト数だけ移送される。共用メモリ２６からメインメモリ１１への転
送時には，逆にＣＭＡＤＲＳ３００Ｅで示される共用メモリアドレスのデータが，
ＭＡＤＲＳ３００Ｄで示されるメインメモリアドレスにＴＡＬＬＹ３００Ｃで指定
されるバイト数だけ移送される」（同頁左下欄第２段落），「以上のようにプロセ
ッサ１０と２０とは共用メモリ２６を共通にアクセスすることができ，両プロセッ
サ間の通信を共用メモリ２６へのデータ移送命令を使用することにより実現でき
る」（４頁左下欄第３段落），「本発明には他プロセッサヘの通信データを高速で
移送することができ，高性能かつ通信オーバーヘッドの少ない高効率な処理ができ
るという効果がある」（５頁左上欄最終段落）と記載されているとおり，甲７発明
においては，接続ラインによって各プロセッサが接続されたマルチプロセッサシス
テムという一つのシステムしか存在せず，その一つのシステム中で，一つのプロセ
ッサ中のデータを他のプロセッサ中にどのように移送するかに関する発明である。
        　確かに，甲７発明においては，「共用メモリ」という語が使用され，プ
ロセッサ１０と２０とは共用メモリ２６を共通にアクセスすることができると記載
されているが，その意味は，プロセッサ１０と２０が実質上同時編集可能に共用メ
モリ２６にアクセスするということではなく，プロセッサ１０からプロセッサ２０
の共用メモリ２６にデータを転送することができるということにすぎない。プロセ
ッサ１０のＣＰＵとプロセッサ２０のＣＰＵが実質上同時編集可能に共用メモリ２
６にアクセスして協同して共通のデータを修正するということもできない。共用メ
モリは，上記のとおり，「他プロセッサヘの通信データを高速で移送する」（５頁
左上欄最終段落）ために使用されるだけであり，共用メモリに記録されているデー
タにプロセッサ１０とプロセッサ２０が実質上同時編集可能にアクセスして協同し
てデータを修正していくという技術的思想は全く見られない。
        　以上のように，甲７発明の「共用メモリ」と本願発明の構成における
「共通作業空間メモリ」は全く異なるものである。甲７発明には，共通作業空間メ
モリは存在しないから，甲７公報には，メモリを共通作業区空間メモリと個人作業
空間メモリとで構成することについて，開示や示唆は全くないし，共用メモリをプ
ロセッサ１０とプロセッサ２０から実質上同時編集可能にアクセスすることも示唆
されていない。
      ウ　甲８公報記載の発明（以下「甲８発明」という。）においても，メモリ
を共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成することも，甲８発明の「コ
モンファイル」を当該地点のＣＰＵと他の地点のＣＰＵから実質上同時編集可能に
アクセスすることもしていない。
        　甲８公報に，「（α）他地点へ画像を転送する場合　１例としてワーク
ファイル，ワークディスプレイなどからコモンディスプレイヘ画像を転送する場合



のシーケンスを第４図に示す」（３頁右下欄最終段落），「（β）他の地点ヘコモ
ンファイルとコモンディスプレイ間の画像転送命令を発する場合　１例としてコモ
ンファイルからコモンディスプレイヘ画像を転送する場合のシーケンスを第５図に
示す」（４頁左上欄第２段落），「（γ）他地点へ通信を一切行なわない場合　１
例としてコモンディスプレイからワークファイルヘ画像を転送する場合のシーケン
スを第６図に示す」（同頁左上欄最終段落～右上欄初行），「（ⅲ）コモンディス
プレイ画像の修正加筆　すでに各地点のコモンディスプレイに画像が表示されてい
るとき，この画像の修正加筆を任意の地点で行なうとその地点のコントローラは自
分自身のコモンディスプレイの画像に修正加筆を行なうとともに修正内容を他の全
地点に発信する。各地点のコントローラは伝送路からコモンディスプレイ修正，加
筆情報を受信するとコモンディスプレイの表示内容を修正加筆する。第７図にこの
修正加筆のシーケンスを示す」（同頁右上欄第２段落）と記載されているとおり，
甲８発明においては，上記すべての場合において，行われている処理は画像の「転
送」である。
        　確かに，甲８発明においては，「コモンファイル」という語が使用され
ているが，ある地点のＣＰＵと他の地点のＣＰＵが実質上同時編集可能に当該コモ
ンファイルにアクセスするということではないし，ある地点のＣＰＵと他の地点の
ＣＰＵが実質上同時に当該コモンファイルにアクセスして協同して共通の画像を修
正するということもできない。そこでは，コモンファイルに記録されている画像に
ある地点のＣＰＵと他の地点のＣＰＵが実質上同時編集可能にアクセスして協同し
て画像を修正していくという技術的思想は全く見られない。
        　以上のように，甲８発明の「コモンファイル」と本願発明の構成におけ
る「共通作業空間メモリ」は全く異なるものである。甲８発明には，共通作業空間
メモリは存在しないから，甲８公報には，メモリを共通作業区空間メモリと個人作
業空間メモリとで構成することについて，開示や示唆は全くない。コモンファイル
をある地点のＣＰＵと他の地点のＣＰＵから実質上同時編集可能にアクセスするこ
とも示唆されていない。すなわち，甲８発明は，「遠隔静止画像会議システム」と
いっても，要するに，画像の同時転送システムを開示しているにすぎず，実質上同
時編集可能に他の地点からも共通の画像にアクセスし当該画像を修正できるという
意味での完全対話式のリアルタイムの分散会議システムなど開示していない。
  (4)　以上によれば，相違点２に関する審決の上記各判断は，いずれも誤りであ
る。
  ３　取消理由３（相違点３の判断の誤り）
  (1)　審決は，相違点３として認定した，「イメージの記憶と，表示と，編集につ
いて，本願発明は，共通のイメージが，イメージ処理システムの各々の前記共通作
業空間メモリに記憶され，及び，イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々
の前記ディスプレイ手段に共通に表示されている間に，前記第１および第２のイメ
ージ処理システムの各々で実質上同時に編集されるのに対して，引用例１記載の発
明（注，引用発明１）のものには，共通イメージについて特段の記載はなく，画像
等はＲＡＭ２に記憶され，編集は交互に行われる点」（審決謄本５頁第２段落）に
ついて，「利用者同士が対話形式で同じ作業をする場合に作業対象物である共通の
画像を共通に表示させるようにすることは，引用例１の『相手方に画像が移ってい
るときにはその画像について修正出来なくなるようにしている。このため，双方で
同時に画像修正を行うことが可能になる画像生成／修正モードの同時設定が防止さ
れ，トラブルの発生をなくすことができる。』という記載・・・からも窺えるよう
に，従来から行われていることであるから，上記相違点３における本願発明の構成
にも格別困難な点は見いだせず，当業者が容易に考えることができることである。
また，上記引用例１の記載からは，トラブルの発生を気にしなければ，同時設定が
できることが読みとれ，同時に表示されているイメージの編集を同時に行うように
することは当業者が容易に考えられることと認められる」（同６頁第２段落～第３
段落）と判断したが，誤りである。
  (2)　引用例１（甲４）の上記「相手方に画像が移っているときにはその画像につ
いて修正出来なくなるようにしている。このため，双方で同時に画像修正を行うこ
とが可能になる画像生成／修正モードの同時設定が防止され，トラブルの発生をな
くすことができる」との記載（３頁右上欄第２段落，以下「本件記載部分」とい
う。）からは，双方で同時に画像修正を行おうとして画像生成／修正モードの同時
設定をするとトラブルが発生するから，従来，利用者同士が対話形式で同じ作業を
する場合に，作業対象物である共通の画像を共通に表示させるようにすることはな



かったと認定するのが合理的である。審決は，本件記載部分を根拠に逆の結論を導
いているが，トラブルが発生すると記載されているのに，「同時設定ができる」と
認定する理由は不明というほかはないし，当業者が「トラブルの発生を気にしな
い」という前提も不合理である。
      　この点について，被告は，引用発明１においても，設定を適宜変えること
により双方で同時に修正することが可能である旨主張するが，引用例１において
は，適宜設定を変えるなどという記載も，相手方に画像が移っても修正できるよう
にするとの記載も全くない。引用例１には，どのようにすればそれが可能になるか
の記載もない。そもそも，引用発明１の技術的思想は，修正された全画像のやり取
りということでしかなく，実質上同時修正という着想は全くない。着想が全く異な
るから，引用発明１を基にして，実質上同時修正という本願発明の構成を容易に推
考することなどできない。
  (3)　また，本願発明においては，イメージ処理システムＡ（以下「システムＡ」
という。）とイメージ処理システムＢ（以下「システムＢ」という。）が共通のイ
メージを編集する場合，システムＡがイメージを編集すると，システムＡ及びＢ各
々のディスプレイに編集されたイメージが表示され，システムＡ及びＢ各々の共通
作業空間メモリに記憶され，イメージ編集がシステムＡ及びＢ各々で実質上同時に
行われる。
      　例えば，システムＡのユーザがシステムＡのディスプレイを見ながらイメ
ージを編集する場合，システムＡのユーザのスタイラス（甲１の図１の実施例では
５ａ）の操作に応じて編集コマンドが発生し，当該編集コマンドにより，システム
Ａの共通作業空間メモリに記憶されたイメージが編集されると共にシステムＡのデ
ィスプレイに編集されたイメージが表示される。さらに，システムＡのユーザによ
るスタイラスの操作によって発生した編集コマンドは，システムＡとネットワーク
によって接続されたシステムＢに，当該ネットワークを通じて送信される。そし
て，当該編集コマンドにより，システムＢの共通作業空間メモリに記憶されたイメ
ージが編集されるとともにシステムＢのディスプレイに編集されたイメージが表示
される。このようにして，システムＡとＢの各々で実質上同時に共通のイメージが
編集される。システムＢのユーザは，システムＡのユーザが行う編集をシステムＢ
のディスプレイ上で実質上同時に見ることができる。さらに，システムＢのユーザ
は，システムＡのユーザが編集作業をしている間であっても，システムＢのスタイ
ラスを操作することにより，編集コマンドを発生させ，当該編集コマンドにより，
システムＡ及びＢの共通作業空間メモリに記憶されたイメージを編集すると共にシ
ステムＡ及びＢのディスプレイに編集されたイメージを表示させることができる。
      　これに対し，引用発明１の構成及び特徴は，システムＡが画像を修正して
もそれをシステムＢに送信するまではシステムＢのユーザはそれを見ることができ
ないし，システムＡが画像を修正している間はシステムＢはそれを修正することも
できない。システムＡが画像を修正し，当該画像をシステムＢに送信すると自動的
にシステムＡは受信モードに移るようになっている。さらに，引用発明１では，相
手方システムに送信されるのは，甲４の第５図からも明らかなとおり，編集が終わ
った画像全体である。本願発明における編集の場合と比較して，編集作業の効率が
極めて悪く，さらに，画像全体が常に送信されることから送信される情報量も多く
なるという不都合も生ずる。
      　以上のとおり，本願発明では編集コマンドだけが送信され，システムＡの
行った編集過程をシステムＢのユーザは実質上同時に見ることができる上，送信さ
れる情報量も少ない。これに対し，引用発明１では，編集された画像全体が送信さ
れ，システムＡの行った編集過程をシステムＢのユーザは見ることができない上，
送信される情報量は大きい。このように，本願発明と引用発明１とは，発明の構成
及び技術的思想が全く異なっており，しかも，本願発明では引用発明１では得られ
ない顕著な効果が得られるという相違もある。
  (4)　被告は，本願発明においては，同時編集に対するトラブルに対して対処法は
記載されておらず，同時編集を行うとトラブルが発生するおそれがある旨主張す
る。
      　しかしながら，本願発明においては，システムＡ又はシステムＢからの編
集コマンドによる編集は実質上同時にシステムＡ及びシステムＢにおいて実行さ
れ，それに応じてイメージが編集され，システムＡ及びシステムＢの使用者が実質
上同時に編集過程を見ることができるので，実際の作業において，矛盾する編集コ
マンドを同時にシステムＡの使用者とシステムＢの使用者が生成するという事態は



起こり難い。先に生成された編集コマンドが次々と実行されてイメージが編集され
ていくのである。実際上の可能性はほとんどないが，システムＡの使用者とシステ
ムＢの使用者が矛盾する編集コマンドを生成しそれがＣＰＵに同時に到着したとい
うような場合はトラブルが発生するかもしれない。しかし，そのような可能性があ
り，本願発明においてトラブルが発生するかもしれないかどうかは，本件とは無関
係である。本件における争点は，引用発明１に基づいて本願発明を容易に想到し得
たかどうかであって，本願発明に全く欠点がないかどうかということではない。
  (5)　以上によれば，当業者が，引用発明１に基づいて，相違点３に係る本願発明
の構成を容易に想到することはできないというべきであるから，審決の上記判断は
誤りである。
第４　被告の反論
  　審決の認定判断は正当であり，参加人主張の取消事由はいずれも理由がない。
  １　取消事由１（相違点の看過）について
  (1)　本件明細書（甲１，３）の特許請求の範囲の請求項１には，「共通のイメー
ジが，前記ネットワ一クを介して，前記イメージ処理システムの各々に結合され，
前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に表示され，前記
イメージ処理システムの各々の前記共通作業空間メモリに記憶され，及び，共通の
イメージが，イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ
手段に共通に表示されている間に，前記第１および第２のイメージ処理システムの
各々で実質上同時に編集される」と記載されているのみであり，特許請求の範囲に
は，参加人が主張するような，「イメージ処理システムＡがイメージを編集する
と，イメージ処理システムＡ及びＢ各々のディスプレイに編集されたイメージが表
示され，イメージ処理システムＡ及びＢ各々の共通作業空間メモリに記憶され」る
との構成は記載されていない。
      　また，上記請求項１には，「前記メモリユニットが，共通作業空間メモリ
と個人作業空間メモリとを含み」と記載されているだけであり，「共通作業空間メ
モリ」は，メモリユニットに設けられているものである。これに対し，参加人は，
「共通作業空間メモリ」を「共通作業空間」と表現し，あたかも「共通作業空間」
がメモリユニットにではなく，他のどこかに存在するような主張をしているが，誤
りである。
      　さらに，参加人は，本願発明においては「編集コマンド」のみが送信され
る旨主張しているが，上記請求項１には，「イメージ情報を通信する」，「ネット
ワークから受信されたイメージ情報」，「イメージ情報を受ける通信ユニット」，
「第２のイメージ処理システムからイメージ情報を受信する」と記載されており，
「編集コマンド」のみが送信されることは，本件明細書の特許請求の範囲にも，発
明の詳細な説明にも記載されていない。この点について，参加人は，編集コマンド
を送信することは，当該技術分野において，本件出願当時，周知の技術であったか
ら，本件明細書に記載されていなくとも，記載されていたに等しい旨主張するが，
たとえ，編集コマンドを送信することが，参加人主張のように周知慣用技術であっ
たとしても，参加人の上記主張は，本件明細書の記載に基づかない主張であるか
ら，失当というべきである。
  (2)　参加人は，引用発明１では，一つのシステムが画像を修正してもそれを相手
方システムに送信するまでは他のシステムは当該修正画像を見ることはできないと
して，殊更，引用発明１と本願発明とが相違するかのような主張をしているが，本
願発明においても，一方のシステムでの編集結果が，通信ユニットを介してネット
ワークを通って相手方のイメージ処理システムに送られるのであるから，相手方の
システムに送信されるまでは，相手方のシステムで編集画像を見ることができない
ことは引用発明１と同様である。
      　参加人は，引用発明１では，あるシステムが画像を修正し，当該画像を相
手方システムに送信すると自動的に受信モードに移り，相手方に画像が移っている
ときはその画像について修正できない旨主張するが，引用例１（甲４）の関係部分
は，「本実施例では」との語に続けて記載されている（３頁右上欄第２段落）とお
り，一つの実施例において，双方で同時に修正を行うことにより同時設定を防止す
るために，相手方に画像が移っているときには修正できないようにしているもので
あり，引用発明１においても，設定を適宜変えることにより双方で同時に修正する
ことが可能である。本願発明のものも，双方で同時に修正が行われて混乱が生じる
おそれは否定することができない。
      　また，参加人は，引用発明１においては，共通の画像が一方のシステムと



相手方システム各々に「結合」されることはなく，全く反対に「分離」されている
旨主張する。しかしながら，引用発明１では，一方の画像処理装置は他方の画像処
理装置と電話回線を介して接続され，引用例１の第５図においては，画像処理装置
Ａ，Ｂに示される，生成された図形と生成後送信された図形，修正された図形と修
正後送信された図形とはそれぞれ同一のものとなっており，画像処理装置Ａ，Ｂに
は同一の図形が表示されている。したがって，引用発明１のものが結合されておら
ず分離されているという参加人の主張は失当である。
      　なお，参加人は，引用発明１には，一方のシステムと相手方システムが実
質上同時に共通の画像を修正していくための共通画像が記録される「共通作業空間
メモリ」も存在しないとも主張しているが，「共通作業空間メモリ」の点について
は，審決では，相違点１として認定した上で，それに対する判断を示しているか
ら，相違点の看過に当たらない。
      　さらに，参加人は，引用発明においては，画像が修正された場合，修正に
必要な情報のみが送信されるのではなく，修正された画像そのものが送信される旨
主張するが，本願発明においても，修正に必要な情報のみが送信されるとはされて
いないことは，上記(1)のとおりであり，参加人の主張は，特許請求の範囲の記載に
基づかないものである。
      　参加人は，引用発明１の技術的思想は「画像のやり取り」であり，「遠隔
地者間でユーザーが協同して実質上同時に共通の画像を修正する」という本願発明
の技術的思想は全く見られない旨主張するが，引用発明１も，遠隔地者間でユーザ
ーが協同して対話式に共通の画像を修正するものであるから，参加人の主張は失当
である。
  (3)　以上のとおり，本願発明では，第１と第２のイメージ処理システムがネット
ワークを介して接続され，イメージ情報を送受信しており，引用発明においても，
画像作成装置Ａと画像処理装置Ｂとが電話回線を介して接続され，画像を送受信
し，同一の画像を表示しているから，審決が，「引用例１の『複数の装置』と，本
願発明の『少なくとも第１と第２のイメージ処理システム』とは，ネットワークに
より結合されたイメージ処理システムである点で差異はな」い（審決謄本３頁最終
段落～４頁初行）とした上，両者は，「（ｃ）前記ネットワークにイメージ情報を
結合し且つそれからイメージ情報を受ける通信ユニットであって，前記ネットワー
クに結合された前記第２のイメージ処理システムからイメージ情報を受信すること
が可能な通信ユニット」（同４頁（ｃ）の項）とを含む点で一致すると認定したこ
とに誤りはない。
  ２　取消理由２（相違点２の判断の誤り）について
  (1)　引用例１（甲４）には「画像等を記憶するＲＡＭ２」（２頁左下欄第２段
落）の記載があり，引用発明１において，画像がメモリに記憶されることは明らか
である。また，ディスプレイ上に画像を表示することは，メモリに記憶された画像
をディスプレイ上に表示することであり，また，画像データを送受信することは，
メモリに記憶された画像データを送受信することである。引用発明１に係る画像作
成装置Ａと画像作成装置Ｂとは電話回線を介して接続され，引用例１の第５図に示
されるとおり，同じ画像がそれぞれのＣＲＴに同時に表示されるのであるから，そ
れぞれの画像作成装置Ａ，Ｂのメモリには，回線を介して送受信された同じ画像が
記憶されているのである。
      　この点では，本願発明においても，第１と第２のイメージ処理システムの
それぞれの共通作業空間メモリには，イメージ情報のネットワークを介した送受信
により，同じイメージが記憶されており，それぞれの共通作業空間メモリに同じイ
メージを記憶しているのである。
      　審決は，以上の点を考慮して，相違点２について，「引用例１のものも，
作成した画像をメモリに記憶し，記憶した画像を電話回線を介して他の画像作成装
置に送り，他の画像作成装置がその画像について修正し，対話形式で双方向に画像
修正を行うのであるから，該画像が記憶されているメモリ空間は共に共有している
に等しいものと認められ」る（審決謄本５頁最終段落）と判断したものであり，こ
の判断に誤りはない。
  (2)　審決においては，「メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで
構成し，共用するメモリは他装置からのアクセスも可能にすること」が，一般的に
周知であることを示すために，周知例（甲６公報，甲７公報及び甲８公報）を示し
たのであり，これらの周知例は，メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メモ
リとで構成し，共用するメモリは他装置からのアクセスも可能であることを示して



いる。
      　さらに，甲８公報には，遠隔画像会議システムにおいても，「メモリを共
通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成し，共用するメモリは他装置から
のアクセスも可能にする」ものが示されている。なお，甲８公報には，修正内容を
他の全地点に発信することも記載されている（４頁右上欄第２段落）。
      　このように，甲６公報，甲７公報及び甲８公報は，審決の摘示に係る周知
技術を示しているから，審決が，「メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メ
モリとで構成し，共用するメモリは他装置からアクセスも可能とするようにするこ
とは一般的に周知であ」る（審決謄本５頁最終段落），「遠隔画像会議システムに
おいてもメモリとコモンファイル（共通作業空間メモリ）とワークファイル（個人
作業空間メモリ）とで構成することは周知のことである」（同６頁第１段落）と判
断したことに誤りはない。
  ３　取消理由３（相違点３の判断の誤り）について
  (1)　参加人は，引用例１（甲４）の本件記載部分からは，双方で同時修正を行お
うとして画像生成／修正モードの同時設定をするとトラブルが発生するから，従
来，利用者同士が対話形式で同じ作業をする場合に，作業対象物である共通の画像
を共通に表示させるようにすることはなかったと認定するのが合理的であるとし
て，審決の相違点３に関する判断は誤りである旨主張する。
      　しかしながら，「相手方に画像が移っているときにはその画像について修
正出来なくなるようにしている」のであるから，相手方に画像が移っても修正でき
るようにすれば，引用例１の第５図からも分かるように，ＣＲＴに表示された同じ
画像に対して，それぞれの画像作成装置で同時に修正を行うことができることは明
白である。参加人の上記主張は失当である。
      　なお，本願発明においては，特許請求の範囲に，「共通のイメージが，各
々のディスプレイ手段に共通に表示されている間に，第１および第２のイメージ処
理システムの各々で実質上同時に編集される」と記載されているだけであって，同
時編集に対するトラブルに対して対処法は記載されていないから，同時編集を行う
とトラブルが発生するおそれがある。
  (2)　審決が引用例１（甲４）の本件記載部分についていう「相手方に画像が移っ
ているときにはその画像」（審決謄本６頁第２段落）とは，引用例１の第５図から
も明らかなように，画像作成装置Ａ，Ｂ双方のメモリに記憶され，ＣＲＴに表示さ
れた共通の画像のことを指す。
      　また，審決は，引用例１には本件記載部分がある上，さらに，共通のイメ
ージを表示して同時に編集して，完全対話式のリアルタイムの分散会議ができるよ
うにすることが周知である例として，甲８公報を示しており，他の周知例として
は，例えば，特開昭６０－１２８７６９号公報（乙４）等がある。
      　以上によれば，引用発明１に基づいて，本願発明のように，共通のイメー
ジが，イメージ処理システムの各々の前記共通作業空間メモリに記憶され，及び，
イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に
表示されている間に，前記第１および第２のイメージ処理システムの各々で実質上
同時に編集される構成にすることは，当業者が容易に想到し得ることであり，審決
の相違点３に関する判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
  １　取消理由１（相違点の看過）について
  (1)　審決は，本願発明と引用発明１との一致点の認定に際し，「引用例１の『複
数の装置』と，本願発明の『少なくとも第１と第２のイメージ処理システム』と
は，ネットワークにより結合されたイメージ処理システムである点で差異はな」い
（審決謄本３頁最終段落～４頁初行）とした上，両者は，「（ｃ）前記ネットワー
クにイメージ情報を結合し且つそれからイメージ情報を受ける通信ユニットであっ
て，前記ネットワークに結合された前記第２のイメージ処理システムからイメージ
情報を受信することが可能な通信ユニット」（同４頁（ｃ）の項）を含む点で一致
すると認定した。これに対し，参加人は，引用発明１においては，イメージは，ネ
ットワークを介して，各々のシステムに「結合」されていないし，実質上同時にイ
メージが編集される空間である「共通作業空間」もないとして，審決の上記一致点
の認定は誤りであり，審決には相違点を看過した誤りがある旨主張する。
  (2)　本願発明の要旨は，上記第２の２記載のとおりであるところ，参加人の主張
は，上記のとおり，本願発明の「（ｃ）前記ネットワークにイメージを結合し且つ
それからイメージ情報を受ける通信ユニットであって，前記ネットワークに結合さ



れた前記第２のイメージ処理システムからイメージ情報を受信することが可能な通
信ユニット」との構成要件（以下「構成要件（ｃ）」という。）のうち，「ネット
ワークにイメージ情報を結合する」こと及び「ネットワークに結合された・・・イ
メージ処理システム」との構成（以下「本件特定構成」という。）について，特
に，そこで規定する「結合」の語に着目して，引用発明１には，これらに相当する
構成がない旨主張するものである。
      　そこで，本願発明の本件特定構成の意義についてみると，本件明細書（甲
１，３）には，上記「結合」の技術的意義について，特段の定義や説明はされてい
ないところ，広辞苑第五版によれば，「結合」とは，「結び合うこと。結び合せて
一つにすること。その結びつき」を意味するものとされている。
      　他方，引用例１（甲４）には，「この発明は画像の伝送システムに関し，
特には複数の装置間で交互に画像の伝送と修正を行うシステムに関する」（１頁右
下欄「（ａ）技術分野」の項），「第３図は上記画像作成装置のブロック図であ
る。ＣＰＵ１には画像等を記憶するＲＡＭ２，プログラム等を記憶しているＲＯＭ
３，画像の送受信を制御する伝送制御部４，周辺機器のインターフェイス５が接続
されている。伝送制御部４にはモデム６が接続され，このモデム６は切換器７を介
して電話回線に接続されている。切換器７には電話機８が接続され，この電話機８
によって他の画像作成装置との電話回線を設定したのち，切換器７によってこの回
線を画像作成装置本体側に切り換える」（２頁左下欄第２段落），「電話機８によ
って，予めどちら側が送信側になるかを決めておき，送信側は生成／修正キー９２
ａを操作し，受信側は受信キー９２ｂを操作する。送信側では，ｎ４でキーボード
９，ライトペン１２，マウス１３等を使用して画像の生成又は修正を行い（第５図
参照），ｎ５で送信モードの設定がされるまで待機する。送信モードキー９２ｂが
押され送信モードが設定されると，ｎ６で送信先の画像作成装置に向けて送信を行
い，送信が完了するとｎ７で自動的に受信モードに設定される」（同頁右下欄）と
の記載があり，これらの記載によれば，引用発明１においても，複数の画像作成装
置がそれぞれ画像の送受信を制御する伝送制御部を有し，伝送制御部にはモデムが
接続され，モデムは電話回線に接続されていること，一方の画像作成装置が画像の
生成又は修正を行い，他方の画像作成装置に送信するものであることは明らかであ
る。
      　そうすると，引用発明１の「複数の画像作成装置」は「ネットワークに結
び合わされたイメージ処理システム」に相当するものであり，当該ネットワークに
結び合わされた画像作成装置によって画像の生成，修正を行うことは，すなわち，
「ネットワークにイメージ情報を結び合わせること」であるということができるか
ら，引用発明１も，「結合」という語の通常の意味において，本件特定構成に相当
する構成を有するものであると認めるのが相当である。
  (3)　これに対し，参加人は，本願発明においては，イメージ処理システムＡとイ
メージ処理システムＢが共通のイメージを編集する場合，イメージ処理システムＡ
がイメージを編集すると，イメージ処理システムＡ及びＢ各々のディスプレイに編
集されたイメージが表示され，イメージ処理システムＡ及びＢ各々の共通作業空間
メモリに記憶され，イメージ編集がイメージ処理システムＡ及びＢ各々で実質上同
時に行われるとした上，このようにして，共通のイメージが，ネットワークを介し
て，イメージ処理システムＡ及びＢ各々に「結合」されているのであって，この実
質上同時に編集されるイメージが記憶される空間が「共通作業空間」である旨主張
しており，こうした参加人の主張は，本件特定構成にいう「結合」の意味を限定的
に解すべきであるとするものであると理解される。
      　しかしながら，本件明細書中には，本件特定構成にいう「結合」の技術的
意義について特段の定義や説明がされていないことは上記のとおりである上，参加
人主張の点は，本願発明において，構成要件（ｃ）とは別の構成要件として，
「（ｄ）・・・前記メモリ・ユニットが，共通作業空間メモリと個人作業空間メモ
リとを含み，前記イメージ処理システムの各々が，前記イメージ処理システムの全
ての前記共通作業空間メモリをアクセスし，且つ前記イメージ処理システムの各々
が，他の前記イメージ処理システムの前記個人作業空間メモリではなくそれ自身の
個人作業空間メモリのみをアクセスするように制御する・・・」，「前記イメージ
処理システムの各々の前記制御ユニットの制御の下で，共通のイメージが，前記ネ
ットワークを介して，前記イメージ処理システムの各々に結合され，前記イメージ
処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に表示され，前記イメージ処理
システムの各々の前記共通作業空間メモリに記憶され，及び，共通のイメージが，



イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に
表示されている間に，前記第１および第２のイメージ処理システムの各々で実質上
同時に編集されること」（以下「構成要件（ｄ）」という。）と規定されていると
ころであるから，これをあえて構成要件（ｃ）に取り込むべき必要はないことも明
らかである。そうすると，本件特定構成にいう「結合」の意味については，その語
の通常の意味に解すれば足りるというべきであるから，参加人の上記主張は採用の
限りではない。
  (4)　なお，参加人は，引用発明１には，実質上同時にイメージが編集される空間
である「共通作業空間」がないとも主張するが，審決は，参加人主張に係る「実質
上同時にイメージを編集すること」ないし「共通作業空間」の点については，別
途，相違点２ないし相違点３として認定した上，それに対する判断を加えているか
ら，この点が相違点の看過に当たらないことは明らかである。
  (5)　以上によれば，審決の上記一致点の認定に誤りはないというべきであるか
ら，その余の参加人の主張について判断するまでもなく，参加人の取消事由１の主
張は理由がない。
  ２　取消理由２（相違点２についての判断の誤り）について
  (1)　審決は，相違点２として認定した，「メモリシステムの構成とそれに対する
アクセスが，本願発明は，メモリ・ユニットが，共通作業空間メモリと個人作業空
間メモリとを含み，イメージ処理システムの各々が，前記イメージ処理システムの
全ての前記共通作業空間メモリをアクセスし，且つ前記イメージ処理システムの各
々が，他の前記イメージ処理システムの前記個人作業空間メモリではなくそれ自身
の個人作業空間メモリのみをアクセスするように制御するのに対して，引用例１記
載の発明（注，引用発明１）のものには，メモリの構成，アクセスについては特段
記載されていない点」（審決謄本５頁第１段落）について，①「引用例１のもの
も・・・対話形式で双方向に画像修正を行うのであるから，該画像が記憶されてい
るメモリ空間は共に共有しているに等しいものと認められ」る（同頁最終段落），
②「メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メモリとで構成し，共用するメモ
リは他装置からアクセスも可能とするようにすることは一般的に周知であ」る
（同），③「遠隔画像会議システムにおいてもメモリをコモンファイル（共通作業
空間メモリ）とワークファイル（個人作業空間メモリ）とで構成することは周知の
ことである」（同６頁第１段落）と判断した。
  (2)　これに対し，参加人は，引用発明１における作成ないし修正した画像の送
信・受信の構成と，本願発明における各イメージ処理システムが共通作業空間メモ
リを有し，ここにイメージを記憶し，かつ，当該イメージをネットワークに結合す
る構成とは明確に異なるものであるとして，審決の上記(1)①の判断は誤りであると
主張する。
      　そこで検討すると，まず，審決の上記(1)①の判断にいう「メモリ」とは，
引用例１（甲４）にいう「画像等を記憶するＲＡＭ２」（２頁左下欄第２段落）を
指すことは明らかである。そして，引用発明１の画像処理システムが，「遠隔地の
利用者同士が対話形式で一つの画像を作成することが出来ることを特徴とする双方
向画像伝送対話システム」（審決謄本３頁下から第２段落）であることは当事者間
に争いがなく，また，同システムにおいては，引用例１の第５図等に記載されるよ
うに，画像作成装置Ａで生成した画像が画像作成装置Ｂに送信されて画像作成装置
Ｂで表示され，画像作成装置Ｂで修正された画像が画像作成装置Ａに送信されて，
画像作成装置Ａで表示されるものであるから，一方の画像作成装置で生成あるいは
修正された画像が他方の画像作成装置に送られて表示された場合は，同一の画像が
両方の画像作成装置のメモリに記憶されることとなる。
      　他方，本願発明においても，第１と第２のイメージ処理システムのそれぞ
れの共通作業空間メモリには，イメージ情報のネットワークを介した送受信によっ
て，同一のイメージが記憶されていることは明らかであるから，本願発明と引用発
明とは，各イメージ処理システムないし画像作成装置が備えるメモリにおいて，送
受信に係る同一のイメージないし画像が記憶されている点において共通しているも
のと認められる。
      　ところで，参加人の主張する「各イメージ処理システムが共通作業空間メ
モリを有し，ここにイメージを記憶し，かつ，当該イメージをネットワークに結合
する」構成とは，審決が相違点３として認定した，「共通のイメージが，イメージ
処理システムの各々の前記共通作業空間メモリに記憶され，及び，イメージ情報が
前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に表示されている



間に，前記第１および第２のイメージ処理システムの各々で実質上同時に編集され
る」（審決謄本５頁第２段落）構成を指すものと解されるが，当該構成が引用例１
に記載されていないものであることは，参加人主張のとおりである。しかしなが
ら，審決は，その点を，相違点３として別途認定しているのであるから，相違点２
について，審決が，「引用例１のものも，作成した画像をメモリに記憶し，記憶し
た画像を電話回線を介して他の画像作成装置に送り，他の画像作成装置がその画像
について修正し，対話形式で双方向に画像修正を行うのであるから，該画像が記憶
されているメモリ空間は共に共有しているに等しいものと認められ」る（審決謄本
５頁最終段落）と説示した趣旨は，各イメージ処理システムないし画像作成装置が
備えるメモリの機能ないし役割という角度から，単に，引用発明１における双方の
画像作成装置のメモリに共通の画像が記憶されていることをとらえて，「引用例１
のものも・・・画像が記憶されているメモリ空間は共に共有しているに等しいもの
と認められ」るとしたものにすぎず，引用発明１が参加人主張に係る構成を備えて
いると認定したものでないことは明らかである。
      　そして，各イメージ処理システムないし画像作成装置が備えるメモリにお
いて，送受信に係る同一のイメージないし画像が記憶されている点において，本願
発明と引用発明１とが共通することは，上記認定のとおりであるから，審決の上
記(1)①の判断を誤りということはできず，参加人の上記主張は採用の限りではな
い。
  (3)　また，参加人は，審決の上記(1)②の判断に対して，甲６公報～甲８公報か
らは，審決が周知であるとした「メモリを共通作業空間メモリと個人作業空間メモ
リとで構成し，共用するメモリは他装置からアクセスも可能とするようにするこ
と」及び「遠隔画像会議システムにおいてもメモリをコモンファイル（共通作業空
間メモリ）とワークファイル（個人作業空間メモリ）とで構成すること」は導き出
すことはできないと主張する。
      　しかしながら，甲６公報には，マルチマイクロコンピュータに関して，
「各ユニットにおけるメモリ４ｉ（ｉ＝１～ｎ）を自ユニット専用のメモリ４ａ
と，自ユニットを含めていずれのユニットにも共用されるメモリ４ｂとに分割構成
するとともに，自ユニット専用メモリはＭＰＵバス６経由で自ユニットのＭＰＵに
よってのみアクセス可能とし，かつ，共用メモリ４ｂは各ユニットに備えられたバ
ス交換回路７の作用によりＭＰＵバス経由で自ユニットのＭＰＵ１ｉにより，又は
システムバス経由で他ユニットのＭＰＵ１ｊ（ｊ≠ｉ）によってアクセス可能とし
たものである」（２頁左下欄第１段落）と，甲７公報には，マルチプロセッサシス
テムに関し，「ＭＭ２１は共用メモリ部２６と本来のプロセッサ２０内ソフトウェ
ア処理に使用されるメインメモリ部２９とに分割され」（２頁右下欄第３段落）と
記載されているから，甲６公報及び甲７公報には，複数の処理装置を有するシステ
ムにおいて，各処理装置のメモリを，自装置専用のメモリ空間と他装置からアクセ
ス可能な共用メモリ空間とすることが記載されているということができる。
      　また，甲８公報には，「遠隔静止画像会議システム」（１頁，発明の名称
及び特許請求の範囲）に関する発明が記載され，「この目的は本発明によれば互に
離れた各地点に静止画像表示装置，静止画像入出力装置，静止画像作成装置，電話
機等を備え，前記各地点間を伝送路で結合することにより遠隔会議を行なうシステ
ムにおいて，前記各地点に画像通信制御装置（以下コントローラと称す）を設け，
該コントローラに２機の画像表示装置（一方をコモンディスプレイ，他方をワーク
ディスプレイと称す）および画像を記憶するための２個の補助記憶装置（一方をコ
モンファイル，他方をワークファイルと称す）を設け，会議進行中に任意の地点Ａ
の会議参加者が前記コモンファイルまたはコモンディスプレイの画像に関する修
正，加筆画像転送などの操作を行なうと全地点のコモンファイルおよびコモンディ
スプレイの内容も前記地点Ａのコモンファイルおよびコモンディスプレイの内容と
同じになるように前記全地点のコントローラ同志で自動的に通信を行ない，一方前
記全地点ではワークファイルおよびワークディスプレイの内容を独自に操作し，コ
モンファイルおよびコモンディスプレイとの間で画像転送を行なうことを特徴とす
る遠隔静止画像会議システムを提供することによって達成される」（２頁左上欄第
３段落～同頁右上欄第１段落），「すでに各地点のコモンディスプレイに画像が表
示されているとき，この画像の修正加筆を任意の地点で行なうとその地点のコント
ローラは自分自身のコモンディスプレイの画像に修正加筆を行なうとともに修正内
容を他の全地点に発信する。各地点のコントローラは伝送路からコモンディスプレ
イ修正，加筆情報を受信するとコモンディスプレイの表示内容を修正加筆する」



（４頁右上欄第２段落）と記載されている。これらの記載によれば，甲８発明にお
いては，「遠隔画像会議システム」において，自装置専用のメモリ空間と他装置か
らアクセス可能な共用メモリ空間とすることが記載されているということができ
る。また，甲８発明においては，全地点のコモンファイルあるいはコモンディスプ
レイが，すべて同じ内容となるように通信が行われているから，甲８発明のコモン
ファイルとワークファイルとは，実質的に，本願発明の共通作業空間メモリと個人
作業空間メモリと同様のものであると認められる。
      　以上によれば，甲６公報～甲８公報には，「メモリを共通作業空間メモリ
と個人作業空間メモリとで構成し，共用するメモリは他装置からアクセスも可能と
するようにすること」及び「遠隔画像会議システムにおいてもメモリをコモンファ
イル（共通作業空間メモリ）とワークファイル（個人作業空間メモリ）とで構成す
ること」が開示されているということができるから，審決の上記(1)②の判断に誤り
はない。
      　これに対し，参加人は，甲６発明～甲８発明においては，共用メモリを実
質上同時編集可能にアクセスすることをしていない旨主張する。しかしながら，審
決は，「メモリシステムの構成とそれに対するアクセス」（審決謄本５頁初行）に
ついて相違点（２）を抽出したものであって，「実質上同時編集可能」かどうかに
ついては，別途，相違点３として認定した上で，それに対する判断を加えているこ
とが明らかであるから，審決が，相違点（２）に関する判断に際し，「実質上同時
編集可能」か否かを考慮していないとしても，そのことを誤りということはできな
い（なお，引用発明１に基づいて，「実質上同時編集可能」な構成とすることの容
易想到性については，後記３で判示するとおりである。）。
      　また，参加人は，審決が一つないし二つの公報から周知であると認定した
こと自体が妥当性を欠くとも主張するが，審決において甲６公報～甲８公報が摘示
されたのは，単に例示にすぎないことは明らかであるから，摘示された公報の個数
のみをとらえて審決を論難することは，そもそも当を得ないものというべきである
し，また仮に，甲６公報～甲８公報に記載された技術が「周知」とまではいえなか
ったとしても，甲６公報～甲８公報に当該技術が公開されている以上，その適用を
阻害する事情等の見当たらない本件において，審決の結論に影響を及ぼさないこと
も明らかであるから，参加人の上記主張も採用の限りではない。
  (4)　以上によれば，審決の相違点２に関する上記判断に誤りはないというべきで
あるから，参加人の取消事由２の主張はいずれも理由がない。
  ３　取消理由３（相違点３の判断の誤り）について
  (1)　審決は，相違点３として認定した，「イメージの記憶と，表示と，編集につ
いて，本願発明は，共通のイメージが，イメージ処理システムの各々の前記共通作
業空間メモリに記憶され，及び，イメージ情報が前記イメージ処理システムの各々
の前記ディスプレイ手段に共通に表示されている間に，前記第１および第２のイメ
ージ処理システムの各々で実質上同時に編集されるのに対して，引用例１記載の発
明（注，引用発明１）のものには，共通イメージについて特段の記載はなく，画像
等はＲＡＭ２に記憶され，編集は交互に行われる点」（審決謄本５頁第２段落）に
ついて，「利用者同士が対話形式で同じ作業をする場合に作業対象物である共通の
画像を共通に表示させるようにすることは，引用例１の『相手方に画像が移ってい
るときにはその画像について修正出来なくなるようにしている。このため，双方で
同時に画像修正を行うことが可能になる画像生成／修正モードの同時設定が防止さ
れ，トラブルの発生をなくすことができる。』という記載（注，本件記載部
分）・・・からも窺えるように，従来から行われていることであるから，上記相違
点３における本願発明の構成にも格別困難な点は見いだせず，当業者が容易に考え
ることができることである。また，上記引用例１の記載からは，トラブルの発生を
気にしなければ，同時設定ができることが読み取れ，同時に表示されているイメー
ジの編集を同時に行うようにすることは当業者が容易に考えられることと認められ
る」（同６頁第２段落～第３段落）と判断した。
  (2)　これに対し，参加人は，引用例１（甲４）の上記の本件記載部分からは，双
方で同時に画像修正を行おうとして画像生成／修正モードの同時設定をするとトラ
ブルが発生するから，従来，利用者同士が対話形式で同じ作業をする場合に，作業
対象物である共通の画像を共通に表示させるようにすることはなかったと認定する
のが合理的であるとして，審決の上記判断は誤りである旨主張する。
      　しかしながら，引用例１の本件記載部分は，「相手方に画像が移っている
ときにその画像について修正できなくなるようにしている」というものであり，相



手方に画像が移っているときに表示できなくなるようにしているものではないか
ら，本件記載部分を根拠に，従来，利用者同士が対話形式で同じ作業をする場合
に，作業対象物である共通の画像を共通に「表示」させるようにすることはなかっ
たと認定するのが合理的であるとする参加人の主張は，そもそも理解し難い面があ
るというべきである。
      　そして，甲８公報に，「この目的は本発明によれば互いに離れた各地点に
静止画像表示装置，静止画像入出力装置，静止画像作成装置，電話機等を備え，前
記各地点間を伝送路で結合することにより遠隔会議を行なうシステムにおいて，前
記各地点に画像通信制御装置（以下コントローラと称す）を設け，該コントローラ
に２機の画像表示装置（一方をコモンディスプレイ，他方をワークディスプレイと
称す）および画像を記憶するための２個の補助記憶装置（一方をコモンファイル，
他方をワークファイルと称す）を設け，会議進行中に任意の地点Ａの会議参加者が
前記コモンファイルまたはコモンディスプレイの画像に関する修正，加筆画像転送
などの操作を行なうと全地点のコモンファイルおよびコモンディスプレイの内容も
前記地点Ａのコモンファイルおよびコモンディスプレイの内容と同じになるように
前記全地点のコントローラ同志で自動的に通信を行ない，一方前記全地点ではワー
クファイルおよびワークディスプレイの内容を独自で操作し，コモンファイルおよ
びコモンディスプレイとの間で画像転送を行なうことを特徴とする遠隔静止画像会
議システムを提供することによって達成される」（２頁左上欄第３段落～同頁右上
欄第１段落）と記載されているとおり，対話式で画像処理を行う場合に，画像処理
の対象となるイメージを複数のイメージ処理装置に共通に表示させることは，本件
出願当時の技術常識に属する事項であったと認められることからすれば，引用例１
の本件記載部分から，同様の技術内容をうかがい知ることができるとした審決の判
断に誤りはないというべきである。
  (3)　また，参加人は，審決の「上記引用例１の記載（注，本件記載部分）から
は，トラブルの発生を気にしなければ，同時設定ができることが読み取れ，同時に
表示されているイメージの編集を同時に行うようにすることは当業者が容易に考え
られることと認められる」との判断に対し，トラブルが発生すると記載されている
のに「同時設定ができる」とする理由が不明であり，当業者が「トラブルの発生を
気にしない」という前提も不合理であるとして，審決の判断は誤りである旨主張す
る。
      ア　そこで検討すると，引用例１（甲４）の本件記載部分は，これに先立つ
部分を含めて見ると，「本実施例では送信後自動的に受信モードに移り，相手方に
画像が移っているときにはその画像について修正出来なくなるようにしている。こ
のため，双方で同時に画像修正を行うことが可能になる画像生成／修正モードの同
時設定が防止され，トラブルの発生をなくすことができる」（３頁右上欄第２段
落）というものであるから，ここでいう「トラブル」とは，画像生成／修正モード
の同時設定を可能にすると，双方で同時に画像修正を行った場合，二つ以上の異な
った修正画像が生じ，これが同時に送信された場合の処理が困難になるといったト
ラブルを指すものと解される。
        　しかしながら，一方が画像の生成／修正を行って送信した後，何らかの
理由で続けて修正を行う必要があることも十分に予想されることであるところ，上
記のようなトラブルは，画像生成／修正モードの同時設定を不可とする方法以外の
方法（例えば，修正開始時点の前後によって，画像を修正する順序をあらかじめ決
定しておく方法など）によって回避することも可能であると考えられるから，「送
信後自動的に受信モードに移り，相手方に画像が移っているときにはその画像につ
いて修正出来なくなるように」するという引用例１記載の解決方法が，必ずしも唯
一かつ最善の上記トラブルの解決方法ではなく，画像生成／修正の同時設定を可能
とした上で，別途の解決方法を講じることも，当業者が容易に想到し得る事項であ
るというべきである。
        　参加人は，トラブルが発生すると記載されているのに「同時設定ができ
る」とする理由が不明であるとも主張するが，本願発明のシステムにおいても，複
数のユーザの同時編集に起因するトラブルが生じ得ることは，参加人も自認すると
ころである。そうとすれば，当業者は，正に本願発明と同様の意味においてトラブ
ルの発生を気にしなければ，引用例１の本件記載部分から，同時設定ができること
を読み取り得るというべきであるから，この点に関する審決の判断にも格別不合理
な点は認められない。
      イ　また，参加人は，引用発明１の技術的思想は，修正された全画像のやり



取りということでしかなく，実質上同時修正という本願発明の技術的思想とは発想
が全く異なるとして，引用発明１から本願発明の構成を容易に推考することはでき
ない旨主張する。
        　参加人の上記主張は，本願発明の規定する構成要件（ｄ）のうち，「共
通のイメージが・・・イメージ処理システムの各々の前記共通作業空間メモリに記
憶され，及び，共通のイメージが，イメージ情報が前記イメージ処理システムの各
々の前記ディスプレイ手段に共通に表示されている間に，前記第１および第２のイ
メージ処理システムの各々で実質上同時に編集される」との構成に基づくものであ
ることは明らかであるところ，この構成については，本件明細書（甲１）の発明の
詳細な説明には，「２つまたはそれ以上のシステムがリンクして，完全対話式のリ
アルタイムの分散会議及び編集をできるようにし，分散したユーザは全ての者が見
ているイメージに協同して働きかけることができる。例えば，異なった場所のユー
ザは，その同じイメージを協同して操っている間，そのイメージに働きかけたりま
た同時に見ることができ，イメージに対し１つのワークステーションで行った変更
を全てのワークステーションのユーザが瞬時に見ることができる」（段落【００３
５】），「イメージは，個人的に見える空間かまたは共通に見える空間のいずれか
にある。この区別は，物理的または仮想的のいずれでも可能である。ＣＰＵ及びそ
のソフトウェアは，メモリを共通可視空間と個人可視空間とに分ける。共通可視空
間は，リンクされたワークステーションの全てが見ることのできるイメージを含ん
でいる。個人可視空間が含むイメージは，これらが記憶されたワークステーション
だけが見ることのできるものである」（段落【００７２】）と記載されているもの
の，「実質上同時に編集」することの技術的意義について，上記以上の詳細な構成
等は記載されていない。
        　他方，引用発明１のシステムにおいても，生成／修正モードの同時設定
を行い，複数の画像生成装置のいずれもが次の修正を行うことができるようにすれ
ば，複数の画像作成装置のすべてから，すべての者が見ている画像の修正を行うこ
とができるようになるから，「分散したユーザは全ての者が見ているイメージに協
同して働きかけることができ」るといえるし，修正した画像を送信すれば，「イメ
ージに対し１つのワークステーションで行った変更を全てのワークステーションの
ユーザが瞬時に見ることができる」ことも明らかである。さらに，「異なった場所
のユーザは，その同じイメージを協同して操っている間，そのイメージに働きかけ
たりまた同時に見ることができ」るという点についても，引用発明１のシステムに
おいて，生成／修正モードの同時設定を行った上で，複数のユーザが，互いに画像
の修正，送信を繰り返している状況を想定すれば，「異なった場所のユーザは，そ
の同じイメージを協同して操っている間，そのイメージに働きかけたりまた同時に
見ることができ」るということができる。
        　以上のとおり，引用発明１のシステムにおいても，生成／修正モードの
同時設定を行えば，「実質上同時編集」ないし「実質上同時修正」が可能であると
いうことができるから，参加人の上記主張は採用することができない。
  (4)　さらに，参加人は，本願発明では編集コマンドだけが送信され，システムＡ
の行った編集過程をシステムＢのユーザは実質上同時に見ることができる上，送信
される情報量も少ないのに対し，引用発明１では，編集された画像全体が送信さ
れ，システムＡの行った編集過程をシステムＢのユーザは見ることができない上，
送信される情報量は大きいから，本願発明と引用発明１では，発明の構成及び技術
的思想が全く異なっており，しかも，本願発明では引用発明１では得られない顕著
な効果が得られるという相違もある旨主張する。
      ア　参加人の上記主張は，本願発明が，「編集コマンドだけが送信される」
との構成を採るものであることを前提とするものであるが，本件明細書（甲１，
３）の特許請求の範囲においては，構成要件（ｄ）が，「共通のイメージが，イメ
ージ情報が前記イメージ処理システムの各々の前記ディスプレイ手段に共通に表示
されている間に，前記第１及び第２のイメージ処理システムの各々で実質上同時に
編集される」と規定するのみであり，さらに，本件明細書の発明の詳細な説明に
も，上記(3)イのとおり，「イメージに対し１つのワークステーションが行った変更
を全てのワークステーションのユーザが瞬時に見ることができる」（段落【００３
５】）と記載されているにすぎない。特許出願に係る発明の要旨の認定は，特段の
事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされる
べきものである（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３
頁）ところ，以上のような本件明細書の記載からすれば，上記「編集コマンドだけ



が送信される」との構成は，本件明細書（甲１，３）の特許請求の範囲の記載から
直ちに導けるものでないことはもとより，発明の詳細な説明の記載を参酌しても，
容易に認め難いものというほかはない。
        　さらに，審決が相違点３について引用する甲８公報には，「すでに各地
点のコモンディスプレイに画像が表示されているとき，この画像の修正加筆を任意
の地点で行なうとその地点のコントローラは自分自身のコモンディスプレイの画像
に修正加筆を行なうとともに修正内容を他の全地点に発信する。各地点のコントロ
ーラは伝送路からコモンディスプレイ修正，加筆情報を受信するとコモンディスプ
レイの表示内容を修正加筆する。第７図にこの修正加筆のシーケンスを示す。第７
図においては当該地点のＣＳＭＡ／ＣＤコントローラから他の全地点のＣＳＭＡ／
ＣＤコントローラに対して修正加筆要求パケットＰ８を出し他の全地点から修正加
筆可パケットＰ９の到着をまって当該地点より他の全地点に対して修正加筆情報Ｐ１

０を転送する」（４頁右上欄第２段落）と記載されているとおり，「修正加筆情
報」のみが送信されることが明記されている。したがって，仮に，上記「編集コマ
ンドだけが送信される」との構成を本願発明の要旨として認定し得るとしても，本
件出願当時，当該構成に係る技術は，周知ないし公知の技術であったというべきで
ある。
        　そして，参加人も自認するとおり，引用発明１においても，画像の生成
ないし修正を行うときには編集コマンドが生じるのであるから，これに，上記技術
を適用する程度のことは，当業者が容易に想到し得ることであることは明らかであ
る。
      イ　また，参加人の上記主張のうち，本願発明では，システムＡの行った編
集過程をシステムＢのユーザは実質上同時に見ることができるとの点については，
生成／修正モードの同時設定を行えば，引用発明１のシステムでも同様であること
は，上記(3)イで判示したとおりである。
        　さらに，参加人は，本願発明の顕著な効果についても主張するが，主張
されている効果は，「編集コマンドだけが送信される」との構成を採ったことによ
る自明ないし当然の効果にすぎないから，格別，顕著なものであるということはで
きない。
      ウ　したがって，参加人の上記主張は，採用の限りではない。　
  (5)　以上によれば，審決の相違点３に関する上記判断に誤りはないというべきで
あるから，その余の点について判断するまでもなく，参加人の取消事由３の主張は
いずれも理由がない。
  ４　以上のとおり，参加人主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取
り消すべき瑕疵は見当たらない。
    　よって，参加人の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判
決する。
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